
入 札 説 明 書

この入札説明書は、令和４年８月31日北海道後志総合振興局告示第1074号により公告した一

般競争入札（以下「入札」という。）に関する説明書である。

この入札を次のとおり実施する。

１ 契約担当者等

支出負担行為担当者 北海道後志総合振興局長 天 沼 宇 雄

２ 入札に付する事項

(1) 契約の目的の名称及び数量

物品の売払い（伐採木）１２１２．７６㎥

（勝納川（道単）改修工事外12工事等にともなう発生材）

(2) 契約の目的の仕様等

別添８ 売払物品一覧表のとおり

(3) 引渡場所

別添９ 位置図・写真のとおり

(4) 搬出期限

令和４年11月30日（水）

３ 代金支払方法及び引渡し等について

（１）売買契約締結後、北海道後志総合振興局長が発行する納入通知書により、指定の期日

までに指定の場所で売払代金を納付すること。

（２）引渡し

売買代金を完納した後、２の（４）の搬出期限までに引渡しを行うこととする。

４ 事前下見について

今回の売払物品の下見には、特に許可等を要する場所はないこと。

物品は現状渡しとなることから、下見し、なにか不都合があった場合は、資格及び契約

に関する事務を担当する組織に連絡すること。

５ 契約不適合責任

受注者は、物品の引き渡し後、数量の不足、その他仕様書等の内容に適合しない状態が

あるところを発見しても、発注者に対して履行の追完、売買代金の減額もしくは損害賠

償の請求、又は契約の解除を請求することはできない。

６ その他

(1) 無効入札

開札の時において、告示第1074号の規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務

規則（昭和45年北海道規則第30号。（以下「財務規則」という。））第154条各号に掲げ

る入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2) 落札者の決定方法

財務規則第151条第１項の規定により定めた予定価格の制限以上の価格で最高の価格

をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。

(3) 入札に参加する者は、物品競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。


